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議案第４６号 

藤井寺市立にぎわい・まなび交流館条例の制定について 

 

○藤井寺市立公民館条例（昭和５９年藤井寺市条例第４号） 新旧対照表 

（附則第２条関係） 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 位置 藤井寺市藤井寺３丁目１番２０号（藤井寺市立にぎわい・まなび交

流館 ３・４階） 

 

（２） 位置 藤井寺市藤井寺３丁目１番２０号 
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○藤井寺市立生涯学習センター条例（平成６年藤井寺市条例第５号） 新旧対照表 

（附則第３条関係） 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称、愛称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 センターの名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 藤井寺市立生涯学習センター 

位置 
藤井寺市藤井寺３丁目１番２０号（藤井寺市立にぎわい・まなび交

流館 ３・４階） 
 

名称 藤井寺市立生涯学習センター 

愛称 アイセル シュラ ホール 

位置 藤井寺市藤井寺３丁目１番２０号 
 

（事業） （事業） 

第３条 センターは、次の事業を行う。 第３条 センターは、次の事業を行う。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （５） 郷土の歴史の展示に関すること。 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （６） 高齢者憩いの場の提供に関すること。 

（５） （略） 

 

（７） （略） 

 

（施設の貸出し） （施設の貸出し） 

第６条 第３条に規定する事業目的にかなう活動を行うグループは、委員会の許可を

得て次の各号に掲げる施設を利用することができる。この場合において、当該グル

ープは、事前に委員会の登録の認定を受けなければならない。 

第６条 第３条に規定する事業目的にかなう活動を行うグループは、委員会の許可を

得て次の各号に掲げる施設を利用することができる。この場合において、当該グル

ープは、事前に委員会の登録の認定を受けなければならない。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 多目的室 （４） 音楽教室 

（５）・（６） （略） （５）・（６） （略） 

２ 前項に規定する許可の基準は次のとおりとする。 ２ 前項に規定する許可の基準は次のとおりとする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 暴力団（藤井寺市暴力団排除条例（平成２５年藤井寺市条例第２８号）第

２条第１号に規定する暴力団をいう。第９条第１項第６号において同じ。）の利

益にならず、又はそのおそれがないと認めるとき。 

（４） 暴力団（藤井寺市暴力団排除条例（平成２５年藤井寺市条例第２８号）第

２条第１号に規定する暴力団をいう。第９条第１項第３号において同じ。）の利

益にならず、又はそのおそれがないと認めるとき。 

（５） （略） （５） （略） 

３・４ （略） 

 

３・４ （略） 

 

（使用料） （使用料） 
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改正後 改正前 

第７条 前条第１項各号に規定する施設を利用しようとするときは、別表に定める使

用料を納付しなければならない。 

第７条 前条第１項各号に規定する施設を利用しようとするときは、別表に定める使

用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは

この限りでない。 

２ （略） ２ （略） 

３ 市長は、公用として使用するとき、又は特別の理由があると認めるときは、前２

項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（入館の制限等） （入館の制限等） 

第９条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を断り、又は退館を

命ずることができる。 

第９条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を断り、又は退館を

命ずることができる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認

められるとき。 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ 

（３） センターの施設、設備又は器具（以下「施設等」という。）を損傷し、若

しくは滅失するおそれがあるとき。 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（４） 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（５） （略） （２） （略） 

（６） 暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められるとき。 （３） 暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認めるとき。 

（７） 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。 （４） 管理上支障があると認められるとき。 

２ （略） 

 

２ （略） 

 

（利用者の義務等） （利用者の義務等） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 利用者は、施設等を毀損したときは、原形に復し、その損害を賠償しなければな

らない。 

 

３ 利用者は、建物又は設備器具等を毀損したときは、原形に復し、その損害を賠償

しなければならない。 

 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

時間区分 午前 午後 夜間 全日 

種別 午前９時３０ 午後１時から 午後６時から 午前９時３０

時間区分 午前 午後 夜間 全日 

種別 午前９時３０ 午後１時から 午後６時から 午前９時３０
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改正後 改正前 

分から正午ま

で 

午後５時まで 午後９時３０

分まで 

分から午後９

時３０分まで 

（略） 

多目的

室 

市民等 １，９００ ３，２３０ ３，４２０ ７，０８０ 

その他の

者 
２，８６０ ４，８５０ ５，１３０ １０，６２０ 

（略） 
 

分から正午ま

で 

午後５時まで 午後９時３０

分まで 

分から午後９

時３０分まで 

（略） 

音楽教

室 

市民等 １，９００ ３，２３０ ３，４２０ ７，０８０ 

その他の

者 
２，８６０ ４，８５０ ５，１３０ １０，６２０ 

（略） 
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○重要な公の施設に関する条例（平成１９年藤井寺市条例第１８号） 新旧対照表 

（附則第４条関係） 

改正後 改正前 

（重要な公の施設の独占的利用） （重要な公の施設の独占的利用） 

第２条 次に掲げる公の施設について、１０年を超える独占的な利用をさせようとす

るときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条

第１項第１１号の規定により議会の議決を経なければならない。 

第２条 次に掲げる公の施設について、１０年を超える独占的な利用をさせようとす

るときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条

第１項第１１号の規定により議会の議決を経なければならない。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） にぎわい・まなび交流館 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（５） 観光・歴史文化交流センター ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（６） （略） （４） （略） 

（７） （略） （５） （略） 

（８） （略） （６） （略） 

（９） （略） （７） （略） 

（１０） （略） （８） （略） 

（１１） （略） （９） （略） 

（１２） （略） （１０） （略） 

（１３） （略） （１１） （略） 

（１４） （略） （１２） （略） 

（１５） （略） （１３） （略） 

（１６） （略） （１４） （略） 

（１７） （略） （１５） （略） 

（１８） （略） （１６） （略） 

（１９） （略） （１７） （略） 

（２０） （略） （１８） （略） 

（２１） （略） 

 

（１９） （略） 
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議案第４８号 

大阪府後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

 

○大阪府後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年１月１７日大阪府指令市第３２０５号） 新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 
 

項 関係市町村において行う事務 

１ （略） 

２ 資格確認書等の引渡し 

３ 資格確認書等の返還の受付 

４～６ （略） 

 

項 関係市町村において行う事務 

１ （略） 

２ 被保険者証及び被保険者資格証明書の引渡し 

３ 被保険者証及び被保険者資格証明書の返還の受付 

４～６ （略） 

別表第２（第１７条関係） 別表第２（第１７条関係） 

（略）  
 

（略） 
 

備考 備考 

 １ 高齢者人口割については、前年度の９月３０日現在の住民基本台帳に基づく満

７５歳以上の人口による。 

 １ 高齢者人口割については、前年度の９月３０日現在の住民基本台帳及び外国人

登録原票に基づく満７５歳以上の人口による。 

２ 人口割については、前年度の９月３０日現在の住民基本台帳に基づく人口によ

る。 

２ 人口割については、前年度の９月３０日現在の住民基本台帳及び外国人登録原

票に基づく人口による。 
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議案第４９号 

大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について 

 

○大阪広域水道企業団規約（平成２２年１１月２日大阪府知事許可） 新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

岸和田市、八尾市、富田林市、柏原市、高石市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、大

阪狭山市、阪南市、豊能町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千

早赤阪村 
 

藤井寺市、泉南市、四條畷市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、忠岡町、熊取町、田

尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 
 

  

 



 

 

 


